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協議事項（１）① ア 

規約の一部改正（案） 

令和７年度から、越前市地域公共交通計画に基づき、越前市地域公共交通活性化協

議会にて事業を実施する。越前市地域公共交通会議で行ってきた担当事務を、法定協

議会である越前市地域公共交通活性化協議会へ移管し、公共交通事業全般に関する協

議や事業を統一的かつ効果的に行うため、越前市地域公共交通活性化協議会規約（令

和６年６月５日施行）を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を、改正後（案）の欄に掲げる規定に、下表で示す

ように改める。 

（青字傍線部分は改正部分） 

現行 改正後（案） 

 （目的） 

第 1 条 越前市地域公共交通活性化協議

会（以下「協議会」という。）は、地

域公 共交通の活性化及び再生に関す

る法律（平成１９年法律第５９号。以

下「法」という。）第６条第１項の規

定に基づき、地域公共交通計画の作成

及び実施に関する協議を行うことを目

的とする。 

 

 

 

 

 

 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、福井県越前

市府中一丁目１３番７号 越前市役所

庁舎内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成

するため、次の業務を行う。 

（1） 地域公共交通計画の作成及び変更 

に関する協議に関すること。 

 

 （目的） 

第１条 越前市地域公共交通活性化協議

会（以下「協議会」という。）は、地

域公共交通の活性化及び再生に関する

法律（平成１９年法律第５９号。以下

「再生法」という。）第６条第１項の

規定に基づき、地域公共交通計画の作

成及び実施に関する協議並びに道路運

送法（昭和２６年法律第１８３号。以

下「運送法」という。）の規定に基づ

き住民の生活に必要なバス等の旅客輸

送の確保その他旅客の利便の増進を図

り、地域の実情に即した輸送サービス

の実現に必要な事項を協議することを

目的とする。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、福井県越前

市府中一丁目１３番７号 越前市役所

庁舎内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成

するため、次の業務を行う。 

(1) 再生法に関する事業 

ア 地域公共交通計画の作成及び変

更に関する協議に関すること。 
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協議事項（１）① ア 

（2） 地域公共交通計画の実施に関する

協議に関すること。 

(3) 地域公共交通計画に位置付けら

れた事業の実施に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、第

１条の目的を達成するために必要なこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議会の委員） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる者

のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 住民又は利用者の代表者 

 

(3) 関係する公共交通事業者及びそ

の組織する団体の代表者 

 

 

(4) 関係する公安委員会の職員 

(5) 関係する行政機関の職員 

 

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長

が必要と認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。た

だし、再任を妨げない。 

２ 欠員により新たに委員となった者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

イ 地域公共交通計画の実施に関す

る協議に関すること。 

ウ 地域公共交通計画に位置付けら

れた事業の実施に関すること。 

エ 前各号に掲げるもののほか、再

生法に関すること。 

 

(2) 運送法に関する事業 

ア 地域の実情に応じた乗合旅客運

送の態様等の協議に関するこ

と。 

イ 市が実施する有償運送の必要性

及び旅客から収受する対価の協

議に関すること。 

ウ 前２号に掲げるもののほか、運

送法に関すること。 

 （協議会の委員） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる者

のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係する公共交通事業者及びそ

の組織する団体の代表者 

(3) 住民又は利用者の代表者 

 

(4) 福井運輸支局長又はその指名す

る者 

(5) 関係する公安委員会の職員 

(6) 関係する行政機関の職員 

(7) 市職員 

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長

が必要と認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年以内とす

る。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により新たに委員となった者の

任期は、前任者の残任期間とする。 
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協議事項（１）① ア 

 （会長） 

第６条 協議会に会長を置き、委員の互

選によってこれを定める。 

 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務

を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじ

め会長の指定する委員がその職務を代

理する。 

 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」と

いう。）は、会長が招集し、議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で

決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

４ 会議は、原則として公開とする。た

だし、会議を公開することにより公平

かつ円滑な議事運営に支障が生じると

認められる協議については、非公開で

行うものとする。 

５ 委員は、都合により会議を欠席する

場合、代理の者を出席させることがで

きるものとし、あらかじめ会長に代理

の者の氏名等を報告することにより、

その代理の者の出席をもって当該委員

の出席とみなす。 

６ 協議会は、必要があると認めるとき

は、委員以外の者に対して、資料を提

出させ、又は会議への出席を依頼し、

助言等を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の

運営に関し必要な事項は、会長が別に

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置

き、委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 会長は、協議会を代表し、その会務

を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐して協議会の

業務を掌理し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときはその職務を代

理する。 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」と

いう。）は、会長が招集し、議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で

決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

４ 会議は、原則として公開とする。た

だし、会議を公開することにより公平

かつ円滑な議事運営に支障が生じると

認められる協議については、非公開で

行うものとする。 

５ 委員は、都合により会議を欠席する

場合、代理の者を出席させることがで

きるものとし、あらかじめ会長に代理

の者の氏名等を報告することにより、

その代理の者の出席をもって当該委員

の出席とみなす。 

６ 協議会は、必要があると認めるとき

は、委員以外の者に対して、資料を提

出させ、又は会議への出席を依頼し、

助言等を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の

運営に関し必要な事項は、会長が別に
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定める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会で協議が整った事項につ

いては、協議会の委員は、その協議結

果を尊重しなければならない。 

 （分科会） 

第９条 第３条各号に掲げる事項につい

て専門的な調査及び検討を行うため、

必要に応じ協議会に分科会を設置する

ことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事

項は、会長が会議に諮り定める。 

定める。 

 （書面による決議） 

第８条 協議会は、次に掲げる事由に該

当する場合は、書面による決議を行う

ことができる。 

(1) 至急の決議が必要で、協議会を

開催するいとまがない場合 

(2) 事前に協議会において、書面に

よる決議の了承を受けている場合 

(3) やむを得ない事情により協議会

を開催することが困難な場合 

(4) 前各項に定めるもののほか、会

長が軽微と認める事項の場合 

 （協議省略事項等） 

第９条 第３条の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる事項については、協議

を省略することができる。 

(1) 停留所の名称の変更 

(2) ルートの変更を伴わない停留所

の新設、移設及び撤去 

(3) 前号に掲げる変更等に伴う部分

的な運行時刻の修正 

２ 前項の規定により軽微な変更等を行

ったときは、次の会議においてこれを

報告するものとする。 

 （協議結果の尊重義務） 

第１０条 協議会で協議が調った事項に

ついては、協議会の委員は、その協議

結果を尊重しなければならない。 

 （分科会） 

第１１条 第３条各号に掲げる事項につ

いて専門的な調査及び検討を行うた

め、必要に応じ協議会に分科会を設置

することができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事

項は、会長が会議に諮り定める。 
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協議事項（１）① ア 

 （事務局） 

第１０条 協議会の業務を処理するた

め、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、越前市総合政策部地域交

通課に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置

き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

 （経費の負担） 

第１１条 協議会の運営及び事業に要す

る経費は、補助金、負担金、繰越金及

びその他の収入をもって充てる。 

 （監査） 

第１２条 協議会に監査委員を２名置

き、第４条に規定する委員の中から会

長が指名する委員をもって充てる。 

２ 監査委員は、協議会の出納の監査を

行い、その結果を会長に報告しなけれ

ばならない。 

 （財務に関する事項） 

第１３条 協議会の予算編成、現金の出

納その他財務に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１４条 協議会が解散した場合には、

協議会の収支は、解散の日をもって打

ち切り、会長であった者がこれを決算

する。 

 （その他） 

第１５条 この規約に定めるもののほ

か、協議会に関して必要な事項は、会

長が会議に諮り別に定める。 

  附 則 

この規約は、令和６年６月５日から施

行する。  

 （事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するた

め、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、越前市総合政策部地域交

通課に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置

き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

 （経費の負担） 

第１３条 協議会の運営及び事業に要す

る経費は、補助金、負担金、繰越金及

びその他の収入をもって充てる。 

 （監査） 

第１４条 協議会に監査委員を２名置

き、第４条に規定する委員の中から会

長が指名する委員をもって充てる。 

２ 監査委員は、協議会の出納の監査を

行い、その結果を会長に報告しなけれ

ばならない。 

 （財務に関する事項） 

第１５条 協議会の予算編成、現金の出

納その他財務に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１６条 協議会が解散した場合には、

協議会の収支は、解散の日をもって打

ち切り、会長であった者がこれを決算

する。 

 （その他） 

第１７条 この規約に定めるもののほ

か、協議会に関して必要な事項は、会

長が会議に諮り別に定める。 

  附 則 

この規約は、令和６年６月５日から施

行する。 
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  附則 

 この規約は、令和７年４月１日から施

行する。 
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協議事項（１）① イ 

財 務 規 程 の一 部 改 正 （ 案 ）  

 

越前市地域公共交通活性化協議会規約の改正に伴い、越前市地域公共交通活

性化協議会財務規程を一部改正する。 

 

 

越前市地域公共交通活性化協議会財務規程 

 （趣旨） 

第１条  この規程は、越前市地域公共交通活性化協議会規約（以下「規約」と

いう。）は、第１５条の規定に基づき、越前市地域公共交通活性化協議会（

以下「協議会」という。）の財務に際し、必要な事項を定めるものとする。 

（会計年度） 

第２条  協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了

する。 

 （予算） 

第３条  協議会の予算は、越前市からの負担金、国からの補助金、繰越金及び

その他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をもって

歳出とする。 

２  協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年

度開始前に協議会に諮り、その承認を得るものとする。 

 （予算の補正） 

第４条  会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたと

きは、これを調製し、速やかに協議会に諮り、その承認を得るものとする。 

 （予算区分） 

第５条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３  当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第

２に定める以外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第６条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、越前市の例によるものとする。 

２  会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、

次回の協議会において報告しなければならない。 

 （出納及び現金の保管） 

第７条 協議会の出納は、会長が行う。 

２  協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければなら

ない。 

 （協議会出納員） 

第８条  会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることが

できる。 

２  協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつか

さどる。 

 （収入及び支出の手続き） 

第９条  協議会出納員は、次に各号に掲げる帳簿書類を備え、出納の管理を行

うものとする。 

7



協議事項（１）① イ 

(1)  予算及び決算書類 

(2)  会計帳簿及び会計伝票 

(3)  証ひょう（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下

同じ。） 

(4) その他書類 

２ 前項各号に定める帳簿書類の様式は、会長が別に定める。 

 （帳簿書類の保存） 

第１０条 前条に定める帳簿書類の保存期間は、当該会計年度の翌年度から７

年とする。ただし、行政負担金を受けて実施する事業に係る前条に定める帳

簿書類については、国又は地方公共団体が定める保存期間とする。 

 （会計伝票） 

第１１条 一切の取引に関する記帳整理は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票

（以下「会計伝票」という。）により行うものとする。 

２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存される。 

３  会計伝票は、作成者が押印したうえで、協議会出納員の承認印を受けなけ

ればならない。 

 （預貯金証書等の保管） 

第１２条 預貯金証書等または預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、

または金融機関等に保護預けするものとする。 

 （決算等） 

第１３条 会長は、毎回会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、

協議会の承認を得るものとする。 

２  会長は、前項の承認を得るにあたっては、規約第１２条の規定により定め

られた監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならない。 

（その他） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が協議会に諮り定める。 

 

附 則  

 （施行期日） 

１ この規程は、令和６年６月５日から施行する。 

 （協議会設立年度における会計年度の特例） 

２  協議会の設立当初の会計年度は、第２条の規定にかかわらず、協議会が設

立された日から令和７年３月３１日までとする。 

（協議会設立年度における予算の特例） 

３  協議会の設立当初の予算は、第３条第２項の規定にかかわらず、協議会が

設立された年度の最初の協議会に諮るものとする。 

附 則 

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 国庫支出金 １ 国庫補助金 １ 国庫補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 

 

 

別表第２（第５条関係） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 
１ 会議費 １ 会議費 

１ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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協議事項（１）① ウ 

委 員 の報 酬 及 び費 用 弁 償 に関 する規 程 （ 案 ）  

 

下記規程を新設する。 

 

越前市地域公共交通活性化協議会委員の報酬及び費用弁償に関する規程（案） 

 

 （趣旨） 

第１条  この規程は、越前市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」とい

う。）の委員（以下「委員」という。）の報酬及び費用弁償について必要な

事項を定めるものとする。 

 （報酬） 

第２条  協議会の会議（以下「会議」という。）に出席した委員の報酬は、別

表に定める額とする。なお、次に掲げる委員については、これを支給しない

ものとする。 

(1)  国及び地方公共団体の職員 

(2)  公安委員会の職員 

(3)  前２号に定めるもののほか、申し出のあった委員 

２ 委員の代理の者が会議に出席した場合、前項の報酬は代理で出席したもの

に支払うものとする。 

３ 会議が書面開催となった場合、これを支給しないものとする。 

 （費用弁償） 

第３条 次の各号に定める委員が公務のために旅行したときは、その旅行につ

いて費用弁償として旅費を支給する。 

(1)  学識経験を有する者 

(2)  その他会長が特に指定した者 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、越前市の例に準ずるものとする。 

（その他） 

第４条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

  附 則  

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

区分 報酬 

学識経験者 日額 ７，７００円 

委員 日額 ３，０００円 
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協議事項（１）③ 

 

令和６年度 収支決算報告 

自 令和６年６月 ５日 

至 令和７年３月３１日 

 

【収入の部】                               （単位：円） 

科 目 予 算 額 決 算 額 予算残額 備 考 

1 負 担 金 91,000 62,340 28,660 越前市 

2 国庫支出金 0 0 0  

3 繰 越 金 0 0 0  

4 諸 収 入 0 0 0  

計 91,000 62,340 28,660  

 

【支出の部】                               （単位：円） 

科 目 予 算 額 決 算 額 予算残額 備 考 

1 運 営 費 91,000 62,340 28,660  

 会 議 費 91,000 60,800 30,200 委員報酬費 

 事 務 費 0 1,540 ▲1,540 振込手数料 

2 事 業 費 0 0 0  

3 予 備 費 0 0 0  

計 91,000 62,340 28,660   

         

 収 入 済 額   ９１，０００円 

         支 出 済 額   ６２，３４０円 

         差 引 残 額   ２８，６６０円 （令和７年度へ繰越） 
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協議事項（１）④ 

令和７年度 事業計画（案） 

  

自 令和７年４月 １日 

 至 令和８年３月３１日 

 

 

１ 事業の内容 

  （１）地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること。 

  （２）地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること。 

  （３）地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

  （４）前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

（平成１９年法律第５９号）に関すること。 

  （５）地域の実情に応じた乗合旅客運送の態様等の協議に関すること。 

  （６）市が実施する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価の協議に関するこ

と。 

  （７）前２号に掲げるもののほか、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に関

すること。 

 

２ 会議の開催 

  協議会の開催（３回程度） 
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協議事項（１）④ 

令和７年度 収支予算（案） 

 

自 令和７年４月 １日 

至 令和８年３月３１日 

 

【収入の部】                                           （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備 考 

1 負 担 金 91,000 91,000 0  

 2 国庫支出金 0 0 0  

3 繰 越 金 28,660 0 28,660  

4 諸 収 入 0 0 0  

計 119,660 91,000 28,660  

 

【支出の部】                                           （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 備 考 

1 運 営 費 115,560 91,000 24,560  

 会 議 費 102,800 91,000 11,800 委員報酬費 

 事 務 費 12,760 0 12,760 振込手数料 

2 事 業 費 0 0 0  

3 予 備 費 4,100 0 4,100  

計 119,660 91,000 28,660  
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協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■協議概要

運行区域の拡充（対象区域：吉野地区、大虫地区、国高地区）協議内容

①第１次、第２次実証実験の利用状況をみると、医療機関や公共施設が集まる市中心部への移動や買い
物のための移動が多いことが分かっている。第３次実証実験においても、同様の移動ニーズが生まれる
か、また市民バスからの転換を図れるかを検証する。
②上記３地区については、地区全体の高齢化率および高齢者のみの世帯数割合が市全体の平均よりも低
いが、町内ごとにみると、他地区同様に高齢化率および高齢者のみの世帯数割合が高い傾向にある。
地区内の高齢者からは、買い物や通院などの外出が不便であり、エリア拡充を求める声が聞かれている。

拡充理由

【第1次実証実験】
・越前たけふ駅で乗り継いで、市中心部へ移動する需要が多く見られた。
・公共交通がなかった味真野地区と今立地区間における新たな移動の需要があることが分かった。
・今立地区から市中心部への移動手段は路線バスのみであったが、新たな移動手段として有効であった。
【第2次実証実験】
・越前たけふ駅での乗り継ぎを廃止したことにより、市中心部への移動が増加した。
・都市計画マスタープランで位置づける、①中心拠点「本庁舎周辺」、②地域拠点「あいぱーく今立周
辺」、③広域交通拠点「越前たけふ駅周辺」を結ぶ交通手段としての有効性が期待できる。

実証実験の
検証結果

令和７年１０月２日（木）実施予定日

◆一般：４００円/回、
◆７５歳以上・小中高生・障がい者・運転免許返納者：２００円/回
◆幼児・乳児：無料

運賃
（変更なし）
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協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■協議概要

大虫地区

世帯 2,271世帯
人口 5,739人
面積 14.24㎢
交通手段 市民バス大虫ルート

吉野・大虫ルート（大虫編）
路線バス武生越前海岸線

吉野地区

世帯 3,197世帯
人口 8,246人
面積 7.75㎢
交通手段 市民バス吉野・大虫ルート（吉野編）

国高地区

世帯 4,780世帯
人口 11,881人
面積 7.80㎢
交通手段 市民バス国高ルート

路線バス南越線
池田線

拡充する運行区域

第2次実証実験実施エリア
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第１次実証実験対象エリア（令和５年１０月～）
・Ａエリア：北新庄・北日野
・Ｂエリア：味真野・粟田部・岡本

第２次実証実験対象エリア（令和６年１０月～）
・Ａエリア：神山・王子保
・Ｂエリア：北新庄・北日野・味真野・

粟田部・岡本・南中山・服間

■拡充の経緯

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

第２次実証実験対象エリアに吉野・大虫・国高地区を追加する。
・Ａエリア：吉野・大虫・神山・王子保
・Ｂエリア：国高・北新庄・北日野・味真野・

粟田部・岡本・南中山・服間

第３次実証実験エリア（令和７年１０月～）

吉野

大虫

国高
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対象エリア
・Ａエリア：北新庄・北日野
・Ｂエリア：味真野・粟田部・岡本

■第１次実証実験の検証（令和5年10月～令和6年10月）

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

順位 乗降場名
 乗降合計
（回）

 利用人数
（人）

1  越前たけふ駅（乗り継ぎ専用） 324     41      
2  武生楽市前 223     28      
3  武生駅 227     73      
4  東・今立中央病院前 155     9       
5  味真野 114     4       
6  蓑脇町ふれあい会館 110     2       
7  武道館・だるまちゃん広場前 97      27      
8  越前たけふ駅 96      58      
9  帆山町 82      3       

10 平林町公民館 78      3       
11 味真野小学校北 65      6       
12 真柄町集落生活改善センター 60      9       
13 あいぱーく今立 63      15      
14 市役所前 51      11      
15 たけふ新駅 52      19      
16 林病院 50      15      
17 西尾町 42      3       
18 杉崎町広場前 32      3       
18 上大坪町公民館 32      1       
20 畑町北口・みつわ前 31      5       

1,984   335     
477     145     

24.0% 43.3%
420     99      

21.2% 29.6%

うち越前たけふ駅（Ｃ）
割合（Ｂ/Ａ）

合計（Ａ）
うち市中心部（Ｂ）

割合（Ｃ/Ａ）
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越前たけふ駅経由で市中心部への移動が多い

市中心部への移動が多い
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対象エリア
・Ａエリア：神山・王子保
・Ｂエリア：北新庄・北日野・味真野

粟田部・岡本・南中山・服間

■第２次実証実験の検証（令和6年10月28日～）

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

順位 乗降場名
 乗降合計
（回）

 利用人数
（人）

1   武生駅 474     120     
2   武生楽市前 257     40      
3   越前たけふ駅 146     73      
4   蓑脇町ふれあい会館 95      5       
4   東・今立中央病院前 95      19      
6   林病院 89      25      
7   平林町公民館 89      3       
8   味真野 84      3       
9   武道館・だるまちゃん広場前 75      34      

10  市役所前 74      29      
11  国高一丁目・バロー国高店前 58      15      
12  帆山町 56      9       
13  たけふ新駅 53      21      
14  味真野小学校北 43      5       
14  成願寺前 43      6       
16  吉村町公民館 37      10      
17  畑町北口・みつわ前 34      5       
18  あいぱーく今立 32      11      
19  武生高校前 29      8       
19  武生東高校 29      9       
19  杉崎町広場前 29      4       
19  北小山 29      1       

1,950   455     
765     229     

39.2% 50.3%
146     73      
7.5% 16.0%

合計（Ａ）
うち市中心部（Ｂ）

うち越前たけふ駅（Ｃ）
割合（Ｂ/Ａ）

割合（Ｃ/Ａ）
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越前市内移動軌跡
2024年10月28日～2025年3月31日

停留所間移動実績

・武生駅を目的地とする移動が多い
・武生楽市⇔味真野、武生楽市⇔蓑脇町ふれあい会館の
移動が多い
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人口増率
R6/H26 
（％）

高齢者のみの
世帯数割合
（％）

高齢者のみ
世帯数
（世帯）

高齢化率
（％）

65歳以上
（人）

世帯
（世帯）

全人口
（人）

86.537.482038.161,7962,1874,706東

98.725.287728.772,1603,4777,509西

98.025.199427.992,6543,9499,482南

92.824.630930.049801,2543,262神山

107.722.672425.372,0923,1978,246吉野

110.821.21,01824.212,8764,78011,881国高

96.620.246025.461,4612,2715,739大虫

79.641.85443.96160129364坂口

92.827.560330.681,7072,1855,564王子保

90.923.320530.377958772,618北新庄

90.124.038428.361,1891,5954,193北日野

92.028.946031.951,4211,5914,448味真野

79.037.119345.116325201,401白山

92.025.533232.051,0851,2983,385粟田部

82.631.130436.811,0339772,806岡本

88.326.926636.711,0959862,983南中山

79.437.221244.076995691,586服間

86.525.78,21529.7323,83531,84280,173計 第３次実証実験
対象地区

※坂口・白山地区は地域支えあい交通（自家用有償旅客運送）エリア

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■各地区における高齢化率

R6.4.1現在

＜吉野・国高地区＞
他地区と比較すると、高齢
化率や高齢者のみの世帯数
割合は低い傾向にあるが、

新興住宅が増加しており、
地区の人口数及び人口増率
が伸びている

第２次実証実験
対象地区

＜大虫地区＞
他地区と比較すると、高齢
化率や高齢者のみの世帯数
割合は低い傾向にあるが、
人口増率に大きな減少は見
られない
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協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■高齢化率

①吉野地区

高齢者のみの
世帯数割合（％）

高齢化率
（％）

65歳
以上

世帯人口吉野地区

14.416.9194 443 1,150 本保町１

24.831.7209 242 659 片屋町２

24.724.7114 182 462 氷坂町３

24.235.5133 120 375 余田町４

26.631.4858 1,086 2,731 家久町５

39.036.9209 251 566 芝原一丁目６

18.326.070 109 269 芝原二丁目７

32.433.349 71 147 芝原三丁目８

20.322.562 123 275 芝原四丁目９

9.312.0194 570 1,612 芝原五丁目10

22.125.42,092 3,197 8,246 地区全体 計

・東部は福井鉄道福武線家久駅やスポーツ公園駅が設置され、鉄道交通の利便性が高い一方でその他のエリアでは利便性が低い
・戸谷片屋線と福井朝日武生線沿線には新興住宅が増えている
・主要幹線道路沿線には商業施設や工業施設が集積しており、生活利便性が高い

引用元：越前市都市計画マスタープラン

■地域の特性

芝原 一丁目

余田町

・高齢化率３０％以上の町内が、１０町内中５町内ある
・高齢者のみ世帯割合数が２５％以上の町内が、１０町内中３町内ある
・家久町や芝原一丁目、芝原三丁目などは高齢化率・高齢者のみの世帯割合数ともに高い

芝原 三丁目

片屋町

家久町

芝原 二丁目
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１便あたり１日あたり年間吉野地区

（R6年度） 降車乗車降車乗車降車乗車

0.010.020.060.0868片屋町南1

0.220.040.890.159316片屋町2

0.320.461.301.84136193氷坂町東3

0.010.000.030.0131氷坂町西4

0.080.080.330.323534余田町5

0.000.000.010.0111運転者教育センター6

0.000.000.000.0000本保町7

0.030.030.130.131414吉野公民館8

0.020.040.090.17918芝原五丁目9

0.140.200.550.795883家久公園10

0.030.100.100.421144家久駅11

0.010.080.040.30432スポーツ公園駅12

0.881.063.524.23370444計

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

・運行日： 月・木（週２日） 年間 １０５日運行（Ｒ６年度）
・便 数：１日４便（２往復） 年間 ４２０回運行（Ｒ６年度）
・ルート：片屋町南 ⇔ 武生駅

吉野市街地全体地区別利用者数(人)Ｒ
６
年
度

444356800乗車年間

370430800降車

4.233.397.62乗車1日
あたり 3.524.107.62降車

1.060.851.90乗車1便
あたり 0.881.021.90降車

55.544.5ー乗車割合(％)

46.253.7ー降車

■地区別利用状況

■市民バスの状況 〈吉野・大虫ルート（吉野編）〉

・免許自主返納時に訪れる「運転者教育センター」では、年間２人しか利用していない。運行日が週２日に限られ、訪れにくいという声がある。
その他にも利用がない停留所がある。

→予約のりあいタクシーの停留所を設置し、免許返納後の移動手段を確保し、返納後の円滑な移動の転換を図る。
・「氷坂町東」付近にはデイケア施設があり、乗降が多い。しかし、運行日が週２日に限られ、バス停から坂道を歩く必要がある。
→予約のりあいタクシーの停留所を周辺に設置し、利便性向上を図る。

①吉野地区
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協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■高齢化率

高齢者のみの
世帯数割合（％）

高齢化率
（％）

６５歳
以上

世帯人口国高地区

27.629.3132 185 450村国一丁目１

25.430.0252 323 841 村国二丁目２

18.720.5324 642 1,577 村国三丁目３

17.120.597 152 473 村国四丁目４

29.626.4119 169 450 八幡一丁目５

21.426.760 84 225 八幡二丁目６

29.836.7217 238 592 押田一丁目７

23.327.632 60 116 押田二丁目８

22.034.0142 173 418 国高一丁目９

36.338.1320 347 840 国高二丁目10

9.315.270 227 462 国高三丁目11

17.320.2157 346 778 横市町12

26.931.558 78 184 庄町13

24.829.5163 202 552 塚町14

52.343.975 86 171 馬上免町15

9.012.7167 458 1,317 稲寄町16

13.018.3290 708 1,585 瓜生町17

26.232.8181 214 552 高木町18

5.76.7588 298 長土呂町20

20.624.22,8764,780 11,881 地区全体 計

②国高地区

引用元：越前市都市計画マスタープラン

・北陸新幹線越前たけふ駅に近接するが市街地居住ゾーンからは離れ
ている

・主要幹線道路沿線には商業施設が集積し、生活利便性が高い
・市内でも公園施設等に恵まれた地域

・高齢化率３０％以上の町内が、２０町内中７町内ある
・高齢者のみ世帯割合数が２５％以上の町内が、２０町内中８町内ある
・６５歳以上の人口は１７地区のうち最も多い約２，９００人
・地区人口が増加し、地区全体では高齢化率や高齢者のみの世帯割合数
は郊外の他地区に比べて低いが、馬上免町や国高二丁目、押田一丁目な
ど割合が高い地域があり、町内によって大きく差がある

村国 二丁目
押田 一丁目

国高二丁目
庄町

馬上免町

高木町

■地区の特性
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１便あたり１日あたり年間国高地区

（R6年度） 降車乗車降車乗車降車乗車

0.030.040.120.161216高木町1

0.080.080.320.333334国高労働福祉センター2

0.250.371.021.46104149瓜生町3

0.020.090.100.371038稲寄町4

0.060.070.240.262427村国四丁目5

0.010.030.040.12412馬上免町6

0.040.060.160.231623長土呂町7

0.070.090.290.343035商工会議所南8

0.010.020.050.10510塚町9

0.040.010.160.06166塚町南10

0.270.251.101.02112104横市町・武生楽市前11

0.590.472.371.88242192国高公園12

0.090.090.370.373838村国北住宅13

0.100.100.410.394240村国公園14

0.030.010.130.06136武生高校前15

1.721.796.877.16701730計

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

・運行日： 水・金（週２日） 年間 １０２日運行（Ｒ６年度）
・便 数：１日４便（２往復） 年間 ４０８回運行（Ｒ６年度）
・ルート：高木町 ⇔ 武生駅

国高市街地全体地区別利用者数(人)Ｒ
６
年
度

7306441,374乗車年間

7016731,374降車

7.166.3113.47乗車1日
あたり 6.876.6013.47降車

1.791.583.37乗車1便
あたり 1.721.653.37降車

53.146.8ー乗車割合(％)

51.048.9ー降車

■地区別利用状況

■市民バスの状況 〈国高ルート〉

・「武生高校前」など国高地区にある１/３の停留所では、年間で１０人程度の利用者しかいない。
・路線バスの南越線ルートから離れた町内が多く、買い物や通院に不便という高齢者からの声を多く聞いている。
・子育て世代も多い地区のため、高齢者のみならず中学生や高校生の移動手段も確保する必要がある。
→買い物先や病院等の付近に予約のりあいタクシーの停留所を設置し、利便性向上を図る。
また、停留所を中学校や小学校に設置し、通学や課外活動への参加時、学校イベントの際の保護者の移動手段として活用可能にする。

②国高地区
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協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

■地区の特性 ■高齢化率

高齢者のみの
世帯数割合（％）

高齢化率
（％）65歳以上世帯人口大虫地区

25.331.2222 281 711 大虫町1

20.026.4110 135 417 大虫本町2

23.425.944 64 170 上四目町3

11.113.558 144 430 下四目町4

28.631.5167 196 530 高森町5

13.917.398 187 567 丹生郷町6

23.529.132 34 110 三ツ俣町7

31.331.848 64 151 横根町8

16.226.6135 179 508 北山町9

16.624.4258 494 1,059 上太田町10

24.029.5169 258 572 下太田町11

15.722.581 153 360 新保町12

14.521.320 55 94 新保一丁目13

11.816.75 17 30 新保二丁目14

0.046.714 10 30 大虫本町勝蓮花15

19.625.51,461 2,271 5,739 地区全体 計

③大虫地区

引用元：越前市都市計画マスタープラン

・吉野瀬川の沿岸や鬼ヶ岳の麓、幹線道路付近に田園集落が形成され、
その周囲に田園地域が広がる自然豊かな地域

・地区内、地区近隣に駅がなく鉄道交通の利便性が低い

・高齢化率３０％以上の町内が、１５町内中４町内ある
・高齢者のみ世帯割合数が２５％以上の町内が、１５町内中３町内あ
る

・大虫本町勝蓮花の高齢化率は４６．７％と町内の約半分が高齢者を
しめているなど地区内で大きく差がある

大虫町
高森町 横根町

大虫本町勝蓮花
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１便あたり１日あたり年間大虫地区

（R6年度） 降車乗車降車乗車降車乗車

0.030.030.110.121213北山町入ヶ谷1

0.010.020.060.0868北山町2

0.010.020.050.0959西部台3

0.000.000.000.0101横根町4

0.000.000.010.0010三ツ俣町5

0.340.111.340.4414146高森町6

0.020.020.090.0999大虫小学校7

0.070.010.280.06296向が丘町8

0.010.000.050.0252新小野9

0.020.010.090.0494上太田町10

0.520.232.070.9321798計

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

・運行日：月・木（週２日） 年間 １０５日運行（Ｒ６年度）
・便 数：1日4便（２往復） 年間 ４２０回運行（Ｒ６年度）
・ルート：北山町入ヶ谷 ⇔ たけふ新駅

大虫市街地全体地区別利用者数(人)Ｒ
６
年
度

98493591乗車年間

217374591降車

0.934.705.63乗車1日
あたり 2.073.565.63降車

0.231.171.41乗車1便
あたり 0.520.891.41降車

16.583.4ー乗車割合(％)

36.763.2ー降車

■地区別利用状況

■市民バスの状況 〈吉野・大虫ルート（大虫編）〉

・鉄道や路線バスが近隣になく、公共交通手段は市民バスのみである。
・バスの停留所がない町内もある。
・唯一の公共交通手段である市民バスも利用者が少なく、１便あたり１人未満の利用である。年間利用者１０人以下の停留所が７割を占めている。
→予約のりあいタクシーの導入は、停留所が自宅から２５０ｍ以内となり、かつ、運行日や運行時間に幅があるため、利便性が高くなる。

③大虫地区
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１便あたり１日あたり年間
大虫地区

（R6年度） 降車乗車降車乗車降車乗車

0.010.000.060.0161朝陽台口1

0.190.270.771.0879111大虫神社2

0.240.170.970.6910071上大虫3

0.040.030.170.141714四目口4

0.020.020.080.0787下大虫5

0.510.502.041.98210204計

協議事項２ 予約のりあいタクシーのエリア拡充について

・運行日： 火・土（週２日） 年間 １０３日運行（Ｒ６年度）
・便 数：１日４便（２往復） 年間 ４１２回運行（Ｒ６年度）
・ルート：朝陽台口 ⇔ たけふ新駅

白山大虫市街地全体地区別利用者数(人)Ｒ
６
年
度

6642049911,859乗車年間

5892101,0601,859降車

6.451.989.6218.05乗車1日
あたり 5.722.0410.2918.05降車

1.610.502.414.51乗車1便
あたり 1.430.512.574.51降車

35.710.953.3ー乗車割合(％)

31.611.257.0ー降車

■地区別利用状況

■市民バスの状況 〈白山・大虫ルート ※Ｒ７.４から大虫ルート〉

・大虫地区内での乗降は約１０％にとどまっており、利用者が少ない。
・朝陽台口や下大虫は年間の利用者数が１０人以下にとどまっており、利用者が少ない。
・大虫神社や上大虫は集会場所や住宅が近くにあり、年間利用者が多い。しかし、１日あたりに換算すると１人程度である。また１便あたりに換算
すると１人以下である。
→予約のりあいタクシーの導入は、停留所が自宅から２５０ｍ以内となり、かつ、運行日や運行時間に幅があるため、利便性が高くなる。

③大虫地区
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協議事項３ 路線バスの運行見直しについて

路線バスの運転士不足に起因して令和6年5月以降、見直し対象となっている福井鉄道の3路線のうち、白山線、入谷線に
ついては令和7年10月からの再編を目指し、福井鉄道、地域との協議を進め、運行の効率化と市内公共交通の最適化を図る。

■ 事業実施の背景・目的・目標

【市単独路線】白山線、入谷線

■ 対象路線

■ スケジュール（白山線、入谷線）

令和7年
項目

10月9月8月7月6月5月4月

関係者協議
（福井運輸支局、福井鉄道)

地元協議
（神山、白山、北日野、味真野）

公共交通活性化協議会

市議会

5月27日

見直し案の協議

見直し案の説明

見直し方針、スケジュールの説明

見直し内容の
協議確定

7月下旬

見直し詳細の協議

認可申請

広報・周知 運

行

開

始

事前説明 6月議会（6/11～7/3）

事前説明
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協議事項３ 路線バスの運行見直しについて

入谷線
白山線
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協議事項３ 路線バスの運行見直しについて

■ 白山線

現 状

運休

土日祝

2便

平日

［往路］たけふ新駅 ⇒ 千合谷
運行経路
及び便数

運休3便［復路］千合谷 ⇒ たけふ新駅

17.9km路線延長

前年比金額年度

補 助 額 112.1％8,275千円R6

102.9％7,382千円R5

平均乗車密度※年間利用者数運行回数年度

利用状況 0.74,034人2.5回R6

0.84,963人2.5回R5

見直しの方向性

■ 利用が少ない日中の便を中心に見直しを行う。

■ 神山地区では予約のりあいタクシー実証実験、白山地区では地域支えあい交通を進めており、路線バスからの移行を
進める。

乗込み調査結果（R6.12.16～20）

［往路］たけふ新駅 ⇒ 千合谷／13:10発、17:30発

・1便あたりの利用人数 1.89人
・利用者割合は白山地区 35.3％、神山地区 41.2％、

その他市街地（たけふ新駅～紫式部公園口）23.5％
・2便とも利用は少ない（1日あたり最大3～4人／平均 0.7～0.8人）

［復路］千合谷 ⇒ たけふ新駅／6:50発、8:28発、14:00発

・1便あたりの利用人数 2.6人
・利用者割合は白山地区 21.6％、神山地区 35.1％、

その他市街地（たけふ新駅～紫式部公園口）43.3％
・白山地区利用者のうち、37.5％が通学利用で、目的地は駅や駅周辺が主
・6:50発、8:50発の利用は多い（1日あたり最大5～6人／平均 3.0～3.2人）
・14:00発の利用は少ない（1日あたり最大2人／平均 1.2人）

※起点から終点まで平均して何人乗車しているかを示す数値
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協議事項３ 路線バスの運行見直しについて

■ 入谷線

現 状

3便

土日祝

5便

平日

［往路］たけふ新駅 ⇒ 入谷
運行経路
及び便数

3便5便［復路］入谷 ⇒ たけふ新駅

13.6km路線延長

前年比金額年度

補 助 額 109.2％16,400千円R6

103.9％15,018千円R5

平均乗車密度年間利用者数運行回数年度

利用状況 0.75,941人4.3回R6

0.87,287人4.3回R5

見直しの方向性

■ 廃止

■ 味真野地区、北日野地区では予約のりあいタクシー実証実験を進めており、路線バスからの移行を進める。

乗込み調査結果（R6.12.16～22）

［往路］たけふ新駅 ⇒ 入谷／8:30発、10:22発、13:35発、15:42発、18:17発

・1便あたりの利用人数 2.4人
・利用者割合は味真野地区 57.7％、北日野地区 39.4％、

その他市街地（たけふ新駅～姫川町）2.9％
・13:35発の利用が多い（1日あたり最大12人／平均 5人）
・その他の時間の利用は極めて少ない（1日あたり最大4人／平均 0.7～1.9人）

［復路］入谷 ⇒ たけふ新駅／6:55発、9:15発、10:59発、14:20発、16:20発

・1便あたりの利用人数 2.2人
・利用者割合は味真野地区 67.1％、北日野地区 32.9％、その他市街地 0％
・利用者のうち、買い物や通院での利用が主であり、目的地は駅や駅周辺が主
・9:15発、10:59発の利用が多い（1日あたり最大8～10人／平均 2.5～4.2人）
・その他の時間の利用は極めて少ない（1日あたり最大4人／平均 0.7～1.3人）
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